
¥3,119

¥3,195

¥3,275

¥3,352

¥3,427

【食費・居住費負担減額対象者（特定入所者介護サービス費対象者）】

特別養護老人ホームやすらぎの里　多床室（４人部屋）ご利用料金
令和03年08月～

★１日あたりの料金（１割負担額は、各単位数に10.14円を乗じた金額）

介護保険適用単位数

一割負担額
（※２）

介護保険適用外（※３）

合計
（※１）
総合計介護サー

ビス費

栄養マネ
ジメント強
化加算

精神科医
師療養指

導

夜勤職員
配置加算

サービス
提供体制
加算（Ⅱ）

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(所
定単位数
の8.3％）

特定処遇
改善加算
Ⅰ（所定単

位数の
2.7％）

単位数
合計

食費 居住費 日用品費

要介護１ 573     5        16      18      51      17      679     ¥689 ¥1,445 ¥855 ¥130 ¥2,430

要介護２ 641     5        16      18      56      18      755     ¥765 ¥1,445 ¥855 ¥130 ¥2,430

要介護３ 712     5        16      18      62      20      834     ¥845 ¥1,445 ¥855 ¥130 ¥2,430

要介護４ 780     5        16      18      68      22      909     ¥922 ¥1,445 ¥855 ¥130 ¥2,430

要介護５ 847     5        16      18      74      24      983     ¥997 ¥1,445 ¥855 ¥130 ¥2,430

★１か月あたりの料金（30日計算、１割負担）

介護保険適用
（１割負担）

（※２）
介護保険適用外

合計
（※1）

要介護１ ¥20,665 ¥72,900 ¥93,565

要介護２ ¥22,961 ¥72,900 ¥95,861

要介護３ ¥25,358 ¥72,900 ¥98,258

要介護４ ¥27,655 ¥72,900 ¥100,555

要介護５ ¥29,917 ¥72,900 ¥102,817

  備考

※１　端数処理の関係上、表示の料金は概算となります。

※２　一定以上の所得のある方は、自己負担割合が１割から２割になります。介護保険負担割合証参照。２割負担に該

   当する方の介護保険適用分の料金については、表示している金額の２倍となりますのでご了承ください。

※３　介護保険適用外の費用として、医療費 ・ レクリエーション活動費 ・ 理美容代（１回2,060円）  ・預り金管理費（１日

   50円）等が必要になる場合があります。

●下記の要件を満たす方は、住所地の市町へ申請することによって、上記の「食費」「居住費」が所得に応じて減額されます。

利用者
負担段階

所得の状況 預貯金等の資産状況 食費 居住費

第１段階
　　　　 生活保護受給者の方等 単身：1,000万円以下

¥300 ¥0
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者の方 夫婦：2,000万円以下

第２段階
前年の合計所得金額＋年金収入
額の合計が80万円以下の方

単身：　650万円以下
¥390 ¥370

夫婦：1,650万円以下

第３段階①
前年の合計所得金額＋年金収入
額の合計が80万円超120万円以下
の方

単身：　550万円以下
¥650 ¥370

夫婦：1,550万円以下

第３段階②
前年の合計所得金額＋年金収入
額の合計が120万円超の方

単身：　500万円以下
¥1,360 ¥370

夫婦：1,500万円以下

第４段階 上記以外の方（課税世帯） 上記以外の方 ¥1,445 ¥855

★１か月あたりの料金（ 30日計算、１割負担 ）

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

要介護１ ¥33,565 ¥47,365 ¥55,165 ¥76,465 ¥93,565

要介護２ ¥35,861 ¥49,661 ¥57,461 ¥78,761 ¥95,861

要介護３ ¥38,258 ¥52,058 ¥59,858 ¥81,158 ¥98,258

要介護４ ¥40,555 ¥54,355 ¥62,155 ¥83,455 ¥100,555

要介護５ ¥42,817 ¥56,617 ¥64,417 ¥85,717 ¥102,817



【社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度対象者】

①　市民税世帯非課税である者

②　年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。

③　預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること。

④　日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

⑤　負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑥　介護保険料を滞納していないこと。

●下記の要件を満たす方は、住所地の市町へ申請することによって、上記の介護保険適用費用（１割負担額）の合計額

   から25％、「食費」「居住費」の合計額から25％それぞれ減額されます。

★１か月あたりの料金（ 30日計算、１割負担 ）

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

要介護１ ¥24,499 ¥33,893 ¥39,743 ¥55,718 ¥86,100

要介護２ ¥26,221 ¥35,423 ¥41,273 ¥57,248 ¥86,100

要介護３ ¥28,019 ¥37,020 ¥42,870 ¥58,845 ¥86,100

要介護４ ¥29,741 ¥38,550 ¥44,400 ¥60,375 ¥86,100

参考：上記の減額制度以外に、介護保険の利用者負担額が所得に応じた一定額を超えた場合、差額分が払い戻され

ることがあります。

要介護５ ¥31,438 ¥40,058 ¥45,908 ¥61,883 ¥86,100


